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「半懐紙版等」不正競争行為損害賠償請求事件：大阪地裁平成

22(ワ)13602・平成 23 年 6 月 23 日（21 民部）判決〈棄却〉 

 

 

 

 

 

【事案の概要】 

 本件は，書道用和紙（商品名「一葉」及び「雲彩」。以下，これらを「原告

商品という。）の製造販売を行う原告が，書道用和紙（商品名「雲彩」，「はる

風」及び「京の仮名料紙」。以下，これらを「被告商品」という。）を製造販売

する被告に対し，主位的には，被告商品のうち「はる風」（半懐紙版，半紙

版）を製造販売した行為が不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当し，

予備的には，被告商品を製造販売した行為が民法７０９条の不法行為を構成す

ると主張して，損害賠償金３００万円及びこれに対する不法行為の日の後であ

る平成２２年９月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損

害金の支払を求めた事案である。 

１ 判断の基礎となる事実 

 以下の各事実は，当事者間に争いがないか，又は掲記の各証拠及び弁論の全

趣旨により容易に認定することができる。 

(1) 当事者 

 ア 原告（株式会社西田紅司堂）は，被告を退職して「紅司堂」の屋号で書

道用和紙等の製造販売業を営んでいた原告代表者の父が，平成元年７月に

同事業を法人化して設立した株式会社であり，書道用和紙を製造し，全国

の小売店に卸販売するなどしている（甲２，弁論の全趣旨）。 

 イ 被告（株式会社コード）は，昭和４８年１２月に設立された製紙業等を

行う株式会社であり，書道用和紙を全国の小売店に卸販売するなどしてい

る。 

(2) 原告商品及び被告商品の販売（甲２，弁論の全趣旨） 

 ア(ア) 原告は，平成２年頃，商品名を「一葉」とする書道用和紙（以下

「一葉」という。）の製造及び小売店への販売を開始し，その後，２０

年にわたり製造販売を続けている。なお，「一葉」には，その大きさに，

全懐紙版（縦３６．３６ｃｍ×横約５０ｃｍ），半懐紙版（縦３６．３

６ｃｍ×横約２５ｃｍ）及び半紙版（縦３３．３３ｃｍ×横約２４．２

ｃｍ）の３種類があり，全懐紙版は２５枚を一組，半懐紙版及び半紙版

はいずれも５０枚を一組として販売されている。 

  (イ) また，原告は，平成１９年春頃，書道教育団体で取り扱う習字用品

の販売企画を行っていた株式会社文寶閣（以下「文寶閣」という。）の
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依頼を受けて，「一葉」の全懐紙版を，商品名「雲彩」（以下「原告商品

『雲彩』」という。）として，文寶閣へ販売するようになり，平成２０年

１０月頃まで販売していた。なお，原告商品「雲彩」は，「一葉」の全

懐紙版と同じく，２５枚を一組として販売されていた。 

 イ(ア) 被告は，平成２０年１０月頃，取引関係にあった文寶閣の依頼を受

けて，原告商品「雲彩」と同じ色彩（ただし，色合いはやや淡い。）及

び模様の組合せによる全懐紙版の書道用和紙を下請会社に製造させ，こ

れを商品名「雲彩」（以下「被告商品『雲彩』」という。）として文寶閣

へ販売するようになった。なお，被告商品「雲彩」は，原告商品「雲

彩」と同じく，２５枚を一組として販売されている。 

  (イ) また，被告は，平成２２年１月，被告商品「雲彩」について，商品

名を「はる風」（以下「はる風」という。）として，小売店に販売するよ

うになった。「はる風」には，その大きさに，全懐紙版，半懐紙版及び

半紙版の３種類があり，全懐紙版は２５枚を一組，半懐紙版及び半紙版

はいずれも５０枚を一組として販売されている。 

  (ウ) さらに，被告は，平成２２年１月，「はる風」の半懐紙版について，

商品名を「京の仮名料紙」（以下「京の仮名料紙」という。）として，小

売店に販売するようになった。なお，「京の仮名料紙」は，「はる風」の

半懐紙版と同じく，５０枚を一組として販売されている。 

(3) 原告商品及び被告商品の特徴（甲２，弁論の全趣旨） 

 ア 色彩及び模様 

  (ア) 原告商品「一葉」について 

    「一葉」に使用されている色彩及び模様は，それぞれ５種類ずつあり，

その組合せについて五通りある（別紙原告商品目録１及び２参照）。 

    上記各模様は，いずれも「唐紙紋様型見本帖」（乙６の１ないし６）

に搭載された模様をそのまま写し取った上で，適宜の部分にぼかしが加

えられたものである。各模様の配置については，全懐紙版は，いずれも

同一であるが，半懐紙版は，全懐紙版を半分に裁断して製造されるため，

全懐紙版の模様の左半分部分と右半分部分の２種類があり（別紙原告商

品目録１及び２参照），半紙版については，半懐紙版よりもさらに小さ

く裁断して製造されるため，その模様の位置関係は，半懐紙版における

配置とは異なったものとなっている。 

    また，「一葉」は，縦横に薄い線が複数入っており，表面及び裏面に

金銀砂子が漉き込まれている。 

  (イ) 原告商品「雲彩」について 

    原告商品「雲彩」は「一葉」の全懐紙版と同一であり，したがって色

彩及び模様の組合せも同じである（別紙原告商品目録３参照）。 

  (ウ) 被告商品について 
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    被告商品「雲彩」は，原告商品「雲彩」の模様をスキャナーでコンピ

ュータに取り込み，画像ソフトで色調に変更を加えた上で，その画像デ

ータを印刷して製造されており，これが「はる風」及び「京の仮名料

紙」にも使用されている。 

    そのため，被告商品の色彩及び模様の組合せは，模様やぼかしの配置

等も含め，対応する大きさの原告商品のものと基本的には同じである

（「はる風」の半懐紙版について，別紙被告商品目録１及び２参照）。た

だし，色合いについては，被告商品は，原告商品よりもやや淡くなって

いる。また，被告商品は，原告商品とは異なり，金銀砂子は漉き込まれ

ておらず，表面一面に金銀砂子が振りまかれているだけである。なお，

被告商品は，上記のとおり原告商品「雲彩」の模様をスキャナーでコン

ピュータに取り込んで作成されているため，原告商品では金銀砂子が漉

き込まれている部分が，色抜けして白くなって現れている（別紙被告商

品目録１及び２参照）。 

 イ 紙質 

  (ア) 原告商品について 

    原告商品のうち，「一葉」の全懐紙版及び半懐紙版並びに原告商品

「雲彩」は，いずれも同じ和紙から製造されており，表面が滑らかであ

る（これら商品はいずれも細字用として販売されている。）。 

    原告商品のうち，「一葉」の半紙版は，表面が少し粗くざらざらして

いる（同商品は中字用として販売されている。）。 

  (イ) 被告商品について 

    被告商品は，いずれも同じ和紙から製造されており，表面が滑らかで

ある。 

 ウ 各商品の販売時の状態等 

  (ア) 原告商品について 

    「一葉」は，五通りの色彩及び模様の組合せの書道用和紙を，全懐紙

版は５枚ずつ計２５枚を一組として，半懐紙版及び半紙版は１０枚ずつ

計５０枚を一組として，いずれも透明の袋に入れて販売されている。こ

れらの袋には，半懐紙版の４分の１以上の大きさの扇形のラベル（「一

葉にうれいをこめた秋の音」との俳句が書かれている。）が封入されて

いる。なお，「一葉」の半懐紙版の商品外観は，別紙原告商品目録１及

び２の各１枚目のとおりである。 

    原告商品「雲彩」は，五通りの色彩及び模様の組合せの全懐紙版５枚

ずつ計２５枚を一組として，透明の袋に入れて販売されていた。同袋に

は，全懐紙版の８分の１以上の大きさの，商品名が記載された扇形のラ

ベルが封入されている。なお，原告商品「雲彩」の商品外観は，別紙原

告商品目録３の１枚目のとおりである。 
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  (イ) 被告商品について 

    被告商品「雲彩」は，五通りの色彩及び模様の組合せの全懐紙版５枚

ずつ計２５枚を一組として，透明の袋に入れて販売されている（ラベル

の形状及び記載については，必ずしも明らかではない。）。 

    「はる風」は，五通りの色彩及び模様の組合せの書道用和紙を，全懐

紙版は５枚ずつ計２５枚を一組として，半懐紙版及び半紙版は１０枚ず

つ計５０枚を一組として，いずれも透明の袋に入れて販売されている。

これらの袋には，半懐紙版の２０分の１程度の大きさの，商品名が記載

された長方形のラベルが封入されている。なお，「はる風」の半懐紙版

の商品外観は，別紙被告商品目録１及び２の各１枚目のとおりである。 

    「京の仮名料紙」は，五通りの色彩及び模様の組合せの半懐紙版１０

枚ずつ計５０枚を一組として，透明の袋に入れて販売されている。同袋

には，半懐紙版の２０分の１程度の大きさの，商品名が記載された長方

形のラベルが封入されている。なお，「京の仮名料紙」の商品外観は，

別紙被告商品目録３のとおりである。 

２ 争点 

(1) 不正競争防止法に基づく請求 

 ア 被告による「はる風」（半懐紙版，半紙版）の製造販売が，「一葉」（半

懐紙版，半紙版）を製造販売する原告との関係で，不正競争防止法２条１

項１号の不正競争に該当するか。 

 イ 原告の損害 

(2) 民法７０９条に基づく請求 

 ア 被告による被告商品の製造販売が，原告商品を製造販売する原告との関

係で不法行為を構成するか。 

 イ 原告の損害 

 

【判  断】 

１ 争点(1)について 

(1) 原告は，「一葉」（半懐紙版，半紙版）は，色彩や模様の選択，５０枚を

一組として販売している点に特徴があり，その商品形態は，不正競争防止法

２条１項１号にいう商品等表示性を有している旨主張する。 

  ところで商品の形態は，本来的には，商品としての機能・効用の発揮や商

品の美観の向上等のために選択されるものであり，商品の出所を表示する目

的を有するものではない。しかし，特定の商品の形態が独自の特徴を有し，

かつ，この形態が長期間継続的かつ独占的に使用されるか，又は短期間でも

強力な宣伝等が伴って使用されることにより，その形態が特定の者の商品で

あることを示す表示であると需要者の間で広く認識されるようになった場合

には，当該商品の形態が，不正競争防止法２条１項１号にいう「商品等表
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示」として保護されることがあり得ると解される。 

(2) そこで，「一葉」（半懐紙版，半紙版）の商品形態が，上記の観点から商

品等表示性を取得しているか検討すべきところ，以下のとおり「一葉」（半

懐紙版，半紙版）の商品形態として原告の主張する色彩や模様の選択，５０

枚を一組として販売している点については，いずれも独自の特徴であるとは

いえず，その商品形態に商品等表示性を認めることはできない。 

 ア すなわち，「一葉」（半懐紙版，半紙版）には，原告の主張するとおり比

較的落ち着いた色合いの色彩（小豆色，灰色，緑灰色，橙色及び濃緑灰

色）が選択されているといえるが，証拠（乙１０ないし１２）によれば，

市販されている他の書道用和紙（商品名「蜻蛉」，「花衣」，「草まくら」）

においても，全く同一ではないにせよ，概ね同じ系統の色彩が選択されて

いると認められる（商品名「蜻蛉」［乙１０］では，灰色系，緑色系，橙

色系の色彩が，商品名「花衣」［乙１１］では，緑色系の色彩が，商品名

「草まくら」［乙１２］では，緑色系の色彩がそれぞれ選択されている。）。

したがって「一葉」（半懐紙版，半紙版）に用いられた色彩は，書道用和

紙としては一般的なものといえ，これらの色彩の選択をもって，他の同種

商品と比較して独自の特徴であると認めることはできない。 

 イ また，「一葉」（半懐紙版，半紙版）は，その地に唐草柄あるいは格子柄

などの模様を用い，適宜の箇所にぼかしを加えることによって模様が表面

の適宜の部分に浮かび上がるようにされているほか，縦横に薄い線が入れ

られているが，そもそも，模様については，いずれも市販された見本帖で

ある「唐紙紋様型見本帖」（乙６の１ないし６）からそのまま写し取った

ものであるから，各模様そのものが商品として独自の特徴であるというこ

とはできない。また，ぼかしによって模様を一部だけに配するようにされ

ている点や，縦横に薄い線が入っている点についても，同様の手法は，他

の書道用和紙（商品名「蜻蛉」，「花衣」，「草まくら」）においても用いら

れていると認められるから（乙１０ないし１２），ぼかしの大きさや加え

る箇所の違いによって模様の配され方が商品ごとに異なってくるとしても，

「一葉」（半懐紙版，半紙版）と前掲の他の書道用和紙（商品名「蜻蛉」，

「花衣」，「草まくら」）との間で，際だった違いがあるとはおよそ認めら

れない（なお，上記のとおり，「一葉」には比較的落ち着いた色合いの色

彩が選択されており，それゆえに，ぼかしの大きさや箇所の違いは，看る

者にそれほど強い印象を与えるものではないといえる。）。したがって，

「一葉」（半懐紙版，半紙版）に用いられた模様（ぼかしを使った配置の

され方も含む。）について，他の商品から峻別されるような独自の特徴が

あるとはいうことはできない。 

   なお，「一葉」（半懐紙版，半紙版）には，金銀砂子が漉き込まれている

が，このように金銀砂子を入れる手法についても，他の書道用和紙（商品
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名「蜻蛉」，「花衣」，「草まくら」）において採られており（乙１０ないし

１２），一般的な装飾の手法と認められるから，やはり独自の特徴とはい

えない。 

 ウ さらに，「一葉」（半懐紙版，半紙版）が５０枚一組で販売されている点

については，書道用和紙をある程度の単位数にまとめて販売すること自体

ありふれたものである上，他の書道用和紙（商品名「蜻蛉」，「草まく

ら」）においても，５０枚一組で販売されていると認められることからす

ると（乙１０，１２。特に，商品名「草まくら」［乙１２］については，

「一葉」（半懐紙版，半紙版）と同様に，５色１０枚ずつ計５０枚を一組

として販売されている。），そのような点に商品の特徴を見い出すことはで

きない。 

 エ 以上のとおり，「一葉」（半懐紙版，半紙版）の商品形態には，書道用和

紙として工夫された点があることは否定できないものの，いずれも他の書

道用和紙一般にみられる範囲のものであり，上記工夫点をもって「一葉」

（半懐紙版，半紙版）独自の特徴とみることはできない。 

   したがって，「一葉」（半懐紙版，半紙版）の商品形態には商品等表示性

があるものと認めることはできないから，原告の不正競争防止法に基づく

請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。 

２ 争点(2)について 

(1) 原告は，被告による「はる風」（半懐紙版，半紙版）の製造販売が，不正

競争防止法２条１項１号の不正競争に該当しないとしても，被告が，他の被

告商品も含めて製造販売した行為が，民法７０９条の不法行為を構成する旨

主張する。 

  確かに，被告商品を構成する個々の書道用和紙は，いずれも原告商品をス

キャナーでコンピュータに取り込んで製造されたものであるため，その模様

（ぼかしを使った配置のされ方も含む。）は全く同じであり，色彩も若干色

合いが異なるものの，同じものが用いられている上，被告商品は，いずれも

対応する大きさの原告商品と同じく，五通りの色彩及び模様の組合せの書道

用和紙を同じ枚数組み合わせて販売されているのであるから，被告商品は，

原告商品のいわゆるデッドコピー品で，「他人の商品の形態を模倣した」（不

正競争防止法２条１項３号）商品に当たり，その製造販売行為は，同号の不

正競争に該当し得る。しかしながら，原告商品を模倣する被告商品の製造販

売行為が開始されたのは，「一葉」が最初に販売されてから約１８年が経過

した後であることから，不正競争防止法１９条１項５号イにより，上記行為

は同法３条１項に基づく差止請求権はもとより，同法４条に基づく損害賠償

請求権の対象とはならないものである。 

  ところで，不正競争防止法が，商品形態の模倣行為を不正競争として違法

と評価する一方，不正競争防止法上の救済手段を与える期間を限定している
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立法趣旨は，もともと同法２条１項３号による規制の目的が，先行開発者の

成果を模倣者がデッドコピーすることにより生じる競争上の不公正を是正す

ることにあり，より具体的には，先行開発者が投下した資本の回収機会をそ

の開発者に確保させることにあると解され，その反面として，投下資本の回

収を終了し，通常期待し得る利益をあげた後については，デッドコピー品の

製造販売行為であっても，競争上の不公正が直ちに生じるものではないから

違法とは評価できないとの考えによっているものと解される。 

  このように，不正競争防止法という特別法によって，商品形態の模倣行為

について違法評価をした上で，その救済手段を与える期間を限定しているこ

とからすると，上記期間経過後については，商品形態の模倣行為がされたと

しても，それが不正競争防止法における類型的な違法評価を超えるような違

法評価がされるべきもの，たとえば著しく不公正な手段を用いて他人の営業

活動上の利益をことさらに侵害し，その結果看過できない損害を与えたとい

うような公正な自由競争秩序を著しく害するような特段の事情が認められる

ものでない限り，一般不法行為法上も違法とは評価できないものと解するの

が相当である。 

(2) そこで，以上の観点を踏まえて本件についてみると，以下の認定判断に

示すとおり，被告が，原告商品のデッドコピー品である被告商品の製造販売

をするようになった経緯及びそこから窺える被告の意図，あるいは被告の行

為によりもたらされた原告商品の販売に対する影響などの諸般の事情を総合

考慮しても，上記特段の事情は認められず，商道徳上の問題はともかく，一

般不法行為（民法７０９条）における違法性があると評価することはできな

いものというべきである。 

(3)ア すなわち，被告商品「雲彩」の販売に至る経緯をみるに，被告は，平

成２０年，取引先の文寶閣から，文寶閣が既に商品として取り扱っていた

原告商品「雲彩」（乙１）を示された上で，同商品を参考として，より色

が薄く墨跡が映えるような和紙の製造を依頼され，そのことを契機として，

原告商品「雲彩」のデッドコピー品である被告商品「雲彩」を下請会社に

製造させ，同年１０月から，文寶閣に対して販売を開始したものと認めら

れる（弁論の全趣旨）。 

   したがって，被告には，被告商品「雲彩」の製造に当たり，原告商品

「雲彩」をデッドコピーする認識があったことは否定できないものの，上

記のような経緯からすると，それは競業者の人気商品を模倣して安易に商

品の開発を行い，これによって不当な利益を得ようとしたものではなく，

被告としては単に取引先の注文に応じて，その注文の商品を製造して販売

しただけとも見られるのであって，その経緯において，不公正な手段が用

いられたわけではなく，また少なくとも原告商品「雲彩」の製造元の利益

をことさらに侵害しようとする積極的な意図があったと認めることはでき
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ない。 

   なお，被告は，平成２２年１月以降，被告商品「雲彩」につき，商品名

を「はる風」として，文寶閣を介さず一般の市場において販売しているが，

これは，被告商品「雲彩」について，下請会社から，取引量を増やさない

と，そのままの発注価格で製造を継続するのは困難である旨の申し出があ

ったことを受け，文寶閣の希望価格による販売供給を継続するために，ロ

ット数を増やし，同じ商品を「はる風」として，文寶閣以外に販売するよ

うになったものと認められる（弁論の全趣旨）。そしてさらに，被告は，

「はる風」の半懐紙版について，商品名を「京の仮名料紙」として販売し

ているが，これも特定の顧客からの要望に応じたにすぎず（弁論の全趣

旨），いずれについても，不公正な手段が用いられたわけではなく，また

原告商品「雲彩」の製造元の利益をことさらに侵害しようとする積極的な

意図が認められるわけではない。 

 イ また，被告商品の販売等によって生じた原告商品の販売に対する影響に

ついてみても，被告が文寶閣に被告商品「雲彩」を販売するようになった

平成２０年１０月頃に，文寶閣は原告商品「雲彩」の取引をやめたことが

認められるものの（弁論の全趣旨），上記のとおり，被告が取引を開始し

たのは，文寶閣からの依頼を受けた結果であり，被告が，文寶閣に対して

原告商品「雲彩」のデッドコピー品を売り込んで，原告の販路を奪ったよ

うな事実は認められない。そうである以上，原告商品「雲彩｣の売上減少

は，文寶閣が取引先を変更したことによるものといえるのであって，被告

の行為によってもたらされたものといえないことは明らかである（原告は，

被告と文寶閣が共謀していた可能性に言及するが，そのような事実をうか

がわせる証拠はない。）。 

   なお，文寶閣を介しない一般の市場においては，同じ色彩及び模様の組

合せである原告商品（「一葉」）と被告商品（「はる風」，「京の仮名料紙」）

が競合商品として販売されている関係にあるが，上記１(2)のとおり，原

告商品及び被告商品の色彩及び模様の組合せは，他の同種商品と比較して

独自の特徴とは認められず，類似する範囲にまで目を向ければ，原告商品

ないし被告商品と同様の商品は市場に多く出回っている。そもそも，被告

商品と原告商品とでは，商品名はもとより，商品名を記載したラベルの形

状も明らかに異なっているし，現に需要者において原告商品と被告商品間

の誤認混同が生じている事実を認めるに足りる証拠もない。したがって，

原告商品と被告商品の色彩及び模様が同じであるからといって，これによ

って市場における競争が不正に歪められ，そのため原告に損害が生じたと

いうことはできない（なお，被告商品「雲彩」のラベルの形状，記載等は

必ずしも明らかではないが，被告商品「雲彩」は文寶閣に納品された後，

文寶閣のブランド名で販売されていた商品であると認められ［弁論の全趣
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旨］，このことからすれば，いずれにしても，需要者において，出所に係

る誤認混同が生じているとはいえない。）。 

 ウ 原告は，被告がデッドコピー品を販売したことにより，原告の信用低下

が生じているとも主張するところ，そもそもいかなる機序で信用低下が生

じるのか，主張自体から明らかでないが，その点をおいても，上記のとお

り，市場における誤認混同の事実も認められない以上，被告商品の販売が

原告の信用低下を生じさせるものであると認めることはできない。 

 エ 以上のとおりであって，被告商品は，原告商品のデッドコピー品である

ことは指摘できるものの，被告が，その販売等に当たって，著しく不公正

な手段を用いて原告の営業活動上の利益をことさらに侵害した事実は認め

られないし，また，その行為によって，原告が看過できない損害を与えら

れた事実を認めることもできない。 

(4) したがって，被告の行為は，不正競争防止法２条１項３号に該当する行

為であるといい得るけれども，既に同法１９条１項５号イの期間を経過して

いるところ，公正な自由競争秩序を著しく害するような特段の事情は認めら

れず，不正競争防止法における類型的な違法評価を超えるような違法評価が

されるべきものとはいえないから，これについて，一般不法行為法上，違法

であると評価することはできない。 

  よって，原告の一般不法行為に基づく請求は，その余の点について判断す

るまでもなく，理由がない。 

第５ 結語 

 以上によれば，原告の請求は理由がないから，いずれも棄却することとし，

訴訟費用の負担につき，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。 

 

【論  説】 

１．争点 1は、被告の半懐紙版、半紙版である「はる風」の商品形態は、不競

法２条１項１号にいう商品等表示性を有し、原告の「一葉」の商品形態の侵害

となるか否かであった。 

 これに対し裁判所は、「一葉」の商品形態には、書道用和紙として工夫され

た点があることは認められるとしたが、いずれも他の書道用和紙一般にみられ

る範囲のものであるから、上記工夫点を以って「一葉」独自の特徴とみること

はできないと認定した。その理由について、裁判所は次の２点を挙げている。 

①「一葉」の色彩は他の書道用和紙と全く同一ではないが、概ね同系統の色

彩が選択されているから、書道用和紙としては一般的なものといえ、独自の

特徴であると認めることはできない。 

②「一葉」に用いられた模様（ぼかしを含む）は、他の商品から峻別される

ような独自の特徴があるということはできない。 
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２．争点２は、被告の「はる風」の製造販売は不競法２条１項１号の不正競争

に該当しないとしても、被告の製造販売行為は民法７０９号の不法行為を構成

するか否かであった。 

 これに対し裁判所は、被告商品は原告商品のデッドコピー品であることは認

めたが、被告商品の製造販売の経緯及び被告の意図、被告の行為による原告商

品の販売に対する影響等の諸般の事情を総合考慮しても、特段の事情は認めら

れないから、一般不法行為（民７０９）における違法性があったと評価するこ

とはできないと認定した。 

 また、被告商品が不競法２条１項１号の規定に該当する原告商品形態のデッ

トコピーであるとしても、すでに同法１９条１項５号イの適用によって３年間

の保護期間は終了していたのであるから、保護されないし、被告がその販売等

に当たって著しく不公正な手段を用いて原告の営業活動上の利益を侵害した事

実も認められないから、不競法上の類型的な違法評価を超えるような違法評価

がされるべきものといえないから、これについて一般不法行為上の違法がある

と評価することはできないと判示した。 

３．本件は、不競法上保護されなくなった不正競争行為に対し一般不法行為法

による保護を求めても、それには自ら限界があることが明らかにされた事案で

ある。 

 なお、ここに添付している物件目録に開示しているものはカラーであるが、

原本どおり不鮮明であることをお断りしておく。 

 

〔牛木 理一〕 


